
財政状況等一覧表（平成１９年度）

団体名　　南相馬市 標準税収入額等
A

普通交付税額
B

臨時財政対策
債発行可能額C

標準財政規模
A+B+C

11,555 5,361 761 17,677

１．一般会計等の財政状況

 一般会計 29,963 29,076 887 778 1,446 33,299

 育英資金貸付特別会計 66 65 2 2 16 -

 亜炭鉱害復旧施設維持管理 事業特別会計 24 24 0 0 19 -

 工場用地等整備事業特別会計 34 33 1 1 30 -

 公共用地先行取得事業特別会計 39 39 0 0 39 268

一般会計等（普通会計） 29,902 29,013 890 781 33,567

２．公営企業会計等の財政状況

 水道事業会計 1,111 847 264 1,107 87 2,336 241  法適用
 病院事業会計（総合病院） 3,438 3,393 45 325
 病院事業会計（小高病院） 778 773 5 141
 訪問看護事業会計 29 30 △ 1 8 - - -  法適用

 工業用水道事業会計 436 427 8 114 - 298 0  法適用
 下水道事業会計（公共下水道） 1,154 1,287 △ 134 760 13,052
 下水道事業会計（特r定環境保全公共下水道） 63 87 △ 24 54 574

（歳入） （歳出） （形式収支） （実質収支）

 簡易水道事業特別会計 88 82 6 6 36 732 511

 農業集落排水事業特別会計 191 189 3 3 112 1,662 1,293

 介護サービス事業特別会計 6 6 0 0 6 169 113

 国民健康保険特別会計 7,748 7,571 177 177 538 - -

 老人保健特別会計 7,083 7,127 △ 44 △ 44 569 - -
歳入歳出差引不足額は、20

年度歳入予算から繰上充用

 介護保険特別会計 3,852 3,753 99 99 571 - -

公営企業会計等　計 3,062 22,442 13,561

　（注）　１．法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
　　　　　２．法適用企業に係るもの以外のものについては「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を表示している。
　　　　　３．「資金剰余額／不足額（実質収支）」は、地方公共団体財政健全化法に基づくものであり、資金不足額がある場合には負数（△～）で表示している。
　　　　　４．「左のうち一般会計等繰入見込額」は、企業債(地方債)現在高のうち将来負担比率に算入される部分の金額である。
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３．関係する一部事務組合等の財政状況

 相馬地方広域市町村圏組合　一般会計 1,489 1,455 34 34 - 77 36

 相馬地方広域市町村圏組合　看護専門学校特別会計 266 234 32 32 - 496 234

 福島県市町村総合事務組合　一般会計 12,204 11,943 261 261 1,930 - -

 福島県市町村総合事務組合　消防補償等特別会計 1,281 1,281 0 0 - - -

 福島県市町村総合事務組合　消防賞じゅつ金特別会計 5 4 1 1 - - -

 福島県市町村総合事務組合　非常勤職員公務災害補償特別会計 28 22 6 6 - - -

 福島県市町村総合事務組合　自治会館管理特別会計 23 23 0 0 - - -

 福島県市民交通災害共済組合　一般会計 422 388 34 34 - - -

 福島県後期高齢者医療広域連合　一般会計 1,585 1,443 142 142 - - -

 相馬地方広域水道企業団　水道事業会計 1,330 1,284 46 1,116 - 5,270 0

一部事務組合等　計 5,842 270

４．地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況

 相馬地方土地開発公社 0 13 5 - - 493 - 0

 (財)南相馬市文化振興事業団 △ 1 72 30 - - - - -

 (株）ゆめサポート南相馬 0 10 5 23 - - - -

 相馬総合卸売市場(株） 8 224 48 - - - - -

そうま農業協同組合 149 6,650 - - - - 2 0

企業組合しきさい 1 3 - - - - 5 0

地方公社・第三セクター等　計 88 23 - 493 7 0

　（注）　損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を表示している。
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５．充当可能基金の状況

充当可能基金名
平成18年度

A
平成19年度

B
差引
B-A

財 政 調 整 基 金 928

減 債 基 金 134

その他充当可能基金 893

充 当 可 能 基 金 計 1,955

　（注） 「充当可能基金」とは、基金のうち地方債の償還等に充当可能な現金、預金、国債、地方債等の合計額をいい、貸付金及び不動産等を含まない。

６．財政指標の状況

財政指標名
平成18年度

A
平成19年度

B
差引
B-A

早期健全化
基準

財政再生
基準

平成18年度
A

平成19年度
B

差引
B-A

実 質 赤 字 比 率 4.54 4.41 △ 0.13 △ 12.61 △ 20.00 107.6

連 結 実 質 赤 字 比 率 21.74 △ 17.61 △ 40.00 34.7

実 質 公 債 費 比 率 16.4 16.0 △ 0.4 25.0 35.0 29.1

将 来 負 担 比 率 146.8 350.0 26.1

財 政 力 指 数 0.67 0.67 0.0 33.3

経 常 収 支 比 率 87.7 91.9 4.2 16.2

6.4

　（注）　１．「実質赤字比率」・「連結実質赤字比率」・「資金不足比率」は負数（△～）で表示しており、収支が黒字の場合には便宜的に当該黒字の比率を正数で表示している。
　　　　　２．「資金不足比率」の早期健全化基準に相当する「経営健全化基準」は、公営競技を除き、一律 △20％である（公営競技は0％）。

※※※※　　　　各項目各項目各項目各項目のののの額額額額をををを、、、、百万円単位百万円単位百万円単位百万円単位でででで四捨五入四捨五入四捨五入四捨五入しししし表記表記表記表記していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、合計欄等合計欄等合計欄等合計欄等がががが一致一致一致一致しないしないしないしない場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。
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